
下水道使用料について
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資料２

令和６年度

令和７年度

※主な審議事項を示しています。
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施設見学
上下水道ビジョ

ン中間改定 等

令和6年度実施計画・財政計画

に基づく上下水道料金の現状



長期前受金戻入

一般会計繰入金
（基準内）

下水道使用料

収入 支出

下水道事業 イメージ図
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収益的収支(税抜)
(3条)

企業債

補助金

受益者負担金等

建設改良費

企業債
元金償還金

支出収入

資本的収支(税込)
(4条)

不足分

補填財源

出資金

減価償却費

支払利息

修繕費、処理場費、
動力費、委託費等

一般会計繰入金（基準外）

一般会計

実際の
支払い

実際の
支払い

※特別損益は除く

現金支出を伴わない
減価償却費等で補填

長期前受金戻入

一般会計繰入金
（基準内）

下水道使用料

収入 支出

建設改良費の財源
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収益的収支(税抜)
(3条)

企業債

補助金

受益者負担金等

建設改良費
（面整備）

企業債
元金償還金

支出収入

資本的収支(税込)
(4条)

不足分

補填財源

出資金

減価償却費

支払利息

修繕費、処理場費、
動力費、委託費等

一般会計繰入金（基準外）

一般会計

※特別損益は除く

建設改良費(面整備)の財源に注目



国の負担

普通交付税措置
の対象
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資本的収支(4条)の支出 建設改良費（面整備） 拡大

建設改良費
（面整備）

企業債

補助金
（国）

受益者負担金５％

４５％

５０％

面整備する土地
所有者の負担

※補助金(国)を受ける場合

長期前受金戻入

一般会計繰入金
（基準内）

下水道使用料

収入 支出

下水道事業(流域関連) イメージ図
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収益的収支(税抜)
(3条)

企業債

補助金

受益者負担金等

建設改良費

企業債
元金償還金

支出収入

資本的収支(税込)
(4条)

不足分

補填財源

出資金

減価償却費

支払利息

修繕費、処理場費、
動力費、委託費等

使用料算定はこの
収益的収支がベー
スになっている。

資本費

維持管理費

基本的な考え方としては、ここの支出が下水
道の運営費となり、使用料収入で賄う経費と
なる。

実際は、経費を下水道使用料
で賄えていない

一般会計



（1）「今後の下水道財政の在り方に関する研究会（総務省）」（平成１８年３月）

（平成18年3月 総務省自治財政局地域企業経営企画室）

基本は汚水処理費に見合った額を設定すべきだが、他の公共

料金や住民負担可能額等を勘案し、3,000円/20㎥・月（使用料

単価150円/㎥）の水準を目途に適正化を図るべき。

(2)「下水道財政のあり方に関する研究会（総務省）」（令和２年１１月）

「月3,000円/20㎥・月」という水準は、雨水公費・汚水私費の原則、経費回収率
や住民負担の状況、下水道経営の持続可能性の確保等を総合的に勘案しつ
つ、検討が必要と考えられる。また、地方財政措置の前提条件となっていること
から、繰出基準も含めた下水道事業に対する地方財政措置のあり方とも一体
的に検討する視点も必要。
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下水道使用料の水準に関する国の方針

使用料単価 １５０円／㎥以上

郡山市の使用料単価

繰出基準に示されている
使用料単価１５０円／㎥以
上は満たしている。

下水道使用料収入 約38.6億円

有収水量 約2230万㎥

１７３円/㎥

※流域関連公共下水道の場合
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流域関連公共下水道・使用料単価（同規模団体比較）

平均159.3円

郡山市 173.4円

※Ｒ５決算
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Ⅰ．第５次下水道財政研究委員会の提言（昭和60年７月）

（1）汚水に係る維持管理費は、公費で負担すべき部分を除いた
全額を対象とすること。

（2）汚水に係る資本費は、公費で負担すべき部分を除いた全額を
対象とすることが妥当であるが、使用料が著しく高額となる等の
事情がある場合は、過渡的に、使用料の対象とする範囲を
限定する事ができる。
⇒建設段階においては、使用料が高額になる等の事情により、

範囲を限定する。

下水道使用料に対する考え方

下水道使用料算定の基本的考え方 2016年度版
（発行：公益社団法人 日本下水道協会）

同様の考え方が掲載されている
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下水道使用料に対する考え方

資本費
・建設にかかる経費のこと
※減価償却費・企業債の利息

維持管理費
・維持管理にかかる経費のこと
※修繕費・動力費・委託費等

下水道使用料で
賄うべき経費

高額となる場合は
範囲を限定する
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下水道使用料に対する考え方

下水道使用料
収入

収入

使用料収入
では不足

維持管理費

資本費

修繕費、処理場費
動力費、委託費等

支出

支払利息
減価償却費

下水道使用料で
賄うべき経費

高額となる場合は
範囲を限定する

維持管理費は
使用料収入で賄う
という考え

ここに
注目！

国の基準は
使用料単価150円/m3以上
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下水道使用料収入以外の財源（その１）長期前受金戻入

一括で受取った補助金等を繰延収
益とし、減価償却見合い分に応じ
て収益化する。
（現金を伴わない収益）

下水道工事
１億円

１億円÷50年

減価償却費
２００万円

支出

国の補助金
５千万円

長期前受金戻入
１００万円

収入

５千万円÷50年

建設費５０％の国庫補助金が交付された場合
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一般会計繰入金
（基準内）

総務省の通知文に定められている項目(経費)に
一般会計(税金)を充てる。

一般会計繰入金
（基準外）

総務省の通知文に定められていない項目(経費)
に一般会計(税金)を充てる。

下水道使用料収入以外の財源（その２）一般会計繰入金
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総務省の通知文に定められている項目の一部

総務副大臣通知
「地方公営企業繰出金について」の一部

〇不明水処理に要する経費・・・・・・・・・・・・・・・・維持管理費

〇水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費・・・維持管理費

〇下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費・維持管理費

〇高度処理に要する経費・・・・・・・・・・・・・・・・・資本費・維持管理費

〇高資本費対策に要する経費・・・・・・・・・・・・・・・資本費

〇分流式下水道等に要する経費・・・資本費

ここがポイント！
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「合流式下水道」と「分流式下水道」のイメージ

合流式下水道

雨水＋汚水

分流式下水道

雨水 汚水

φ４５０ｍｍ
φ２００ｍｍ

雨水と汚水を同じ
下水管で処理

雨水と汚水を別々
の下水管で処理
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「合流式下水道」と「分流式下水道」の経過

初期の下水道は、合流式下水道が主流であった。
本市は、１９５８(昭和３３)年に下水道事業（駅前周辺）へ着手（合流式下水道）

公共用水域の水質汚濁防止の観点から1970(昭和45)年の下水道法改正以降は、原則として分
流式で整備することとなった。この頃は河川等の水域が生活排水などで汚染され社会問題とな
り、汚水管整備が急務であった。
本市は、１９７７(昭和52)年に郡山市流域関連公共下水道事業に着手。(分流式下水道)

下水道初期は合流式

現在の下水道は分流式
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「合流式下水道」と「分流式下水道」の建設イメージ

合流式下水道

雨水＋汚水

分流式下水道

雨水 汚水

φ２００ｍｍ

建設費
１００

雨水建設費
９５

汚水建設費

２０

雨水建設費
８０

汚水建設費

６０

分流式よりも
合流式の方が

安価であった。
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公共下水道(流域関連)イメージ

下水道使用料
収入

収入 支出

分流式下水道等に要す
る経費

一般会計繰入金(基準内)

資本費

維持管理費

長期前受金戻入

一般会計繰入金(基準内)

一般会計繰入金(基準内)

1

2

3

①長期前受金戻入を資本費に充てる。
②資本費に係る基準内繰入金を充てる。

③維持管理費に係る基準内繰入金を充てる。

④－１下水道使用料収入を維持管理費へ充て、④－２残りを資本費へ充てる

⑤それでもなお不足する資本費部分については、分流式下水道等に要する経費を充てる

④ー１使用料収入を
まず維持管理費へ充
てる

④ー２残った収入を
資本費へ充てる

⑤それでも不足する資
本費について分流式下
水道等に要する経費を
充てる。
※繰出要件：使用料単価
150円/m3以上
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使用料対象経費の考え方

下水道管理運営費
（汚水）

控除額ー

控除額・・一般会計繰入金（基準内）

長期前受金戻入

＝ 使用料対象経費

ポイント！

ここの部分が、下水道使用料で
回収すべき経費となる

収益的収支(3条）の支出
つまり、汚水処理にかかっ
た経費
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公共下水道(流域関連)イメージ

下水道使用料
収入

収入
支出

分流式下水道等に要す
る経費

一般会計繰入金(基準内)

資本費

維持管理費

長期前受金戻入

一般会計繰入金(基準内)

一般会計繰入金(基準内)

使用料対象経費
（汚水処理経費）

下水道管理運営費
（汚水）

控除額

控除額



経費回収率
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使用料対象経費
（汚水処理経費）

下水道使用料収入

経費回収率

経費回収率とは、使用料で回収すべき使用料対象経費（汚水処理経費）を使用料収入

で賄えているかどうかを示す指標。

この数値が１００％を下回っている場合、使用料で回収すべき汚水処理経費を全て使用料

で賄えていない状況を示す。

22

38.1億円

100%

下水道事業（流域関連）経費回収率

流域関連 経費回収率

収入
４９．５億円

支出
４９．５億円

資本費
約25.8億円

維持管理費
約23.7億円

下水道使用料
収入

約38.1億円

分流式下水道等に
要する経費
約11.4億円

※長期前受金戻入及び分流式下水道等に要す
る経費以外の基準内繰入金は控除している。

控除
約11.4億円

下水道管理
運営費

約49.5億円

使用料対象経費

約38.1億円

38.1億円

※令和５年度決算
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下水道事業（特定環境保全）経費回収率

1億500万円

2500万円

24%

特定環境保全 経費回収率

収入
１億９０００万円

支出
１億９０００万円

資本費
約8500万円

維持管理費
約1億500万円

下水道使用料収入
約２500万円

分流式下水道等に
要する経費

約8500万円

※長期前受金戻入及び分流式下水道等に要す
る経費以外の基準内繰入金は控除しています。

控除
約8500万円 下水道管理

運営費
1億9000万円

使用料対象経費
約1億500万円

一般会計繰入金
基準外

約8000万円

使用料収入が維持管理費を
下回っているため、経費回
収率は１００％未満となる。

※令和５年度決算

特定環境保全公共下水道事業において経費回収
率１００％を目指す場合、この事業に限り使用料
を現行の４倍とすることになる。
流域関連公共下水道も特定環境保全公共も同じ

汚水処理サービスの提供であることから、流域関
連公共下水道事業の使用料と同額としている。
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公共下水道・経費回収率（同規模団体比較）

平均102.０%

郡山市 １００％

※Ｒ５決算
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※第６次財政計画

0.0%

500.0%

1000.0%

1500.0%

2000.0%

2500.0%

3000.0%

上
越

市
八

戸
市

津
市

水
戸

市
佐

世
保

市
倉

敷
市

福
山

市
久

留
米

市
前

橋
市

福
島

市
大

垣
市

米
子

市
青

森
市

い
わ

き
市

山
形

市
西

尾
市

足
利

市
宮

崎
市

高
崎

市
富

士
市

多
治

見
市

福
井

市
桑

名
市

長
岡

市
小

山
市

長
野

市
佐

賀
市

弘
前

市
各

務
原

市
周

南
市

金
沢

市
豊

川
市

岐
阜

市
苫

小
牧

市
姫

路
市

つ
く

ば
市

甲
府

市
高

岡
市

下
関

市
宇

部
市

函
館

市
山

口
市

呉
市

小
牧

市
郡

山
市

秋
田

市
鳥

取
市

富
山

市
土

浦
市

小
樽

市
釧

路
市

沖
縄

市
旭

川
市

帯
広

市
江

別
市

日
立

市
盛

岡
市

松
江

市
松

本
市

白
山

市

26

公共下水道・企業債残高対事業規模比率（同規模団体比較）

平均797.7%

郡山市 496.0%

企業債残高対事業規模比率＝

企業債現在残高

営業収益(下水道使用料収入等)

受託工事収益、雨水処理負担金控除

一般会計負担額 控除

※Ｒ５決算



27

「下水道使用料算定の基本的考え方」（公益社団法人日本下水道協会

発行）は平成28年度末に大幅に改訂。

下水道事業の資産維持費について

下水道使用料対象経費の算定の中に、水道事業などと同様に「資産維持費」
を位置付け。

下水道事業では、資産維持費の算定方法については示されていない。

郡山市上下水道事業経営審議会 答申 （令和３年１１月１１日）

下水道使用料の資産維持費については、国の制度上一般会計からの繰り入
れがある場合には計上が難しいことから、今後の国の制度変更等に応じて
検討することが望ましい。

28

第
５
回

審
議
会

第
６
回

審
議
会

第
７
回

審
議
会

水道料金について 下水道使用料について

前回 今回 11月予定

第７次実施計画・財政計画
を基に上下水道料金の最終
的な審議を行う。

上下水道料金の審議について（スケジュール）

第５回審議会の「水道料金について」及び第６回審議会「下水道使用料について」をふまえて、
第７回審議会で最終的に上下水道料金等について審議いただきます。


